
    

協 議 第 １ ６ 号  

 

保 育 事 業 の 取 扱 い に つ い て  

 

稲 沢 市 、 中 島 郡 祖 父 江 町 及 び 中 島 郡 平 和 町 で 、 差 異 の あ る 保 育 事 業 に

つ い て は 、 次 の と お り 取 り 扱 う も の と す る 。  

１  公 立 で 運 営 す る 保 育 園 に つ い て は 、 現 行 の と お り と す る 。  

延 長 保 育 時 間 に つ い て は 、 登 園 は 一 番 早 く 、 降 園 は 一 番 遅 い 時 間

に 統 一 す る 。  

広 域 入 所 に つ い て は 、 公 私 立 全 園 を 対 象 に 実 施 す る 方 向 で 調 整 し 、

委 託 先 及 び 受 託 先 は 現 行 の と お り と す る 。  

乳 児 保 育 に つ い て は 、 当 面 現 行 の と お り と し 、 新 市 に お い て 実 施

す る 園 を 検 討 す る 。  

２  公 立 保 育 園 の 行 事 及 び 検 診 方 法 に つ い て は 、 稲 沢 市 の 制 度 に 統 一

す る 。  

３  特 別 保 育 事 業 に つ い て は 、 合 併 時 に 稲 沢 市 の 制 度 に 統 一 す る 。  

な お 、 障 害 児 保 育 に つ い て は 指 定 園 方 式 と し 、 一 時 保 育 の 利 用 料 に

つ い て は 稲 沢 市 の 制 度 に 統 一 す る 。  

４  公 立 保 育 園 の 給 食 は 、 当 面 現 行 の と お り と し 、 調 理 方 式 及 び 賄 材

料 の 購 入 方 法 に つ い て は 、 新 市 に お い て 調 整 す る 。  

ま た 、 給 食 費 の 無 料 化 に つ い て は 、 平 成 １ ６ 年 度 を も っ て 廃 止 す

る 。  

５  保 育 園 の 入 園 、 退 園 等 の 基 準 、 事 務 手 続 き は 、 稲 沢 市 の 制 度 に 統



    

一 す る 。  

な お 、 保 育 料 は 、 合 併 時 に 弾 力 徴 収 率 ６ １ ％ （ 現 行 の 稲 沢 市 の 水

準 並 み ） に 統 一 す る 。  

た だ し 、 中 島 郡 祖 父 江 町 域 に つ い て は 、 平 成 １ ７ 年 度 か ら 平 成

２ １ 年 度 ま で の ５ 年 度 間 で 統 一 で き る よ う 弾 力 徴 収 率 を 段 階 的 に

引 き 上 げ る こ と と し 、 不 均 一 徴 収 を 実 施 す る 。  

６  子 育 て 支 援 事 業 に つ い て は 、 稲 沢 市 の 制 度 に 統 一 す る 。  

平 成 １ ６ 年 １ 月 ３ １ 日 提 出  

稲 沢 市 ・ 祖 父 江 町 ・ 平 和 町 合 併 協 議 会  

               会  長   服  部  幸  道  



    

稲沢市・祖父江町・平和町合併協議会の調整内容（案） 

 

協定項目 ２５－１２ 保育事業の取扱い 

調整の内容 

稲沢市、中島郡祖父江町及び中島郡平和町で、差異のある保育事業については、次のとおり取り扱うものとする。 

１ 公立で運営する保育園については、現行のとおりとする。 

延長保育時間については、登園は一番早く、降園は一番遅い時間に統一する。 

広域入所については、公私立全園を対象に実施する方向で調整し、委託先及び受託先は現行のとおりとする。 

乳児保育については、当面現行のとおりとし、新市において実施する園を検討する。 

２ 公立保育園の行事及び検診方法については、稲沢市の制度に統一する。 

３ 特別保育事業については、合併時に稲沢市の制度に統一する。 

なお、障害児保育については指定園方式とし、一時保育の利用料については稲沢市の制度に統一する。 

４ 公立保育園の給食は、当面現行のとおりとし、調理方式及び賄材料の購入方法については、新市において調整する。 

また、給食費の無料化については、平成１６年度をもって廃止する。 

５ 保育園の入園、退園等の基準、事務手続きは、稲沢市の制度に統一する。 

なお、保育料は、合併時に弾力徴収率６１％（現行の稲沢市の水準並み）に統一する。 

ただし、中島郡祖父江町域については、平成１７年度から平成２１年度までの５年度間で統一できるよう弾力徴収

率を段階的に引き上げることとし、不均一徴収を実施する。 

６ 子育て支援事業については、稲沢市の制度に統一する。 

 

【提案理由】 

１ 保育時間の延長及び広域入所の拡大については、保護者の保育ニーズに応える必要があるためである。 

２ 公立保育園の行事及び検診内容については、保育指針に適合した内容とするためである。 

３ 特別保育事業については、国又は県の補助制度等により実施されてきた経緯があり、児童福祉の向上を図るためである。 

一時保育の利用料については、県の補助基準に準じて実施するためである。 

４ 公立保育園の給食については、市町の実情により自園方式と給食センター方式による相違があり、施設の建設を含めた検討が必要

とされるためである。 

給食費については、県内他市の現状に照らして適正な負担を求めるためである。 

５ 保育料については、県内他市の現状に照らして中庸の水準とし、保育事業の適正な運営に必要な負担を求めるものである。 

６ 子育て支援事業については、仕事と家庭の両立・育児支援等から必要とされるためである。 

 



    

【現況】 

項 目      稲沢市 祖父江町 平和町 調整方針

公立保育園

運営 

１ 保育所数   １１園 

２ 定員  １，０８０人     

３ 入所人員  ８８８人 

４ 入所率  ８２．２％ 

５ 保育時間（延長保育時間） 

  月～金 8:00～16:00 

（7:45～18:00 7 園実施） 

  土  8:00～12:00 

（7:45～13:30 ７園実施） 

 

 

６ 乳児保育 11 園中２園実施 

７ 広域入所 

  委託先 一宮市（4 人）、祖父江町（1

人）、美和町（1 人）、 岐阜

市（1 人） 

  受託先 公立保育園は受け入れてい

ない。（私立保育園で一宮

市始め 12 市町村から 30 人

を受け入れしている。） 

  （参考）  私立保育園 13 園 

 

１ 保育所数     ６園 

２ 定員     ６６０人 

３ 入所人員   ５４９人 

４ 入所率    ８３.２％ 

５ 保育時間（延長保育時間） 

  月～金 8:00～16:00 

（7:30～19:00 3 園実施） 

  土   8:00～12:00 

（7:30～13:00 3 園実施） 

 

 

６ 乳児保育 ６園中３園実施 

７ 広域入所 

  委託先 稲沢市（2 人）、津島市（1

人）、平和町（1 人）、美和町

（1 人）、飛島村（1 人）、 

  受託先 稲沢市（1 人）、尾西市（1

人）、八開村（1 人）、佐織町

（3 人）、佐屋町（1 人） 

 （参考） 私立保育園 なし 

１ 保育所数     ３園 

２ 定員     ３３０人 

３ 入所人員   ３０２人 

４ 入所率    ９１．５％ 

５ 保育時間（延長保育時間） 

  月～金 8:00～16:00 

（8:00～18:00 三宅・法立） 

        （7:30～19:15 六輪） 

土  8:00～12:00 

（8:00～12:30 三宅・法立） 

     （7:30～12:30 六輪） 

６ 乳児保育   ３園中３園実施 

７ 広域入所 

  委託先 稲沢市（３人）、佐屋町（1 人）

  受託先 祖父江町（1 人）、津島市（1

人）、岩倉市 （２人） 

 （参考） 私立保育園 なし 

公立で運営する

保育園は、現行のと

おりとする。 

延長保育につい

ては、登園は一番早

い時間、降園は一番

遅い時間に統一す

る。 

広域入所につい

ては、公私立全園を

対象に実施する方

向で調整し、委託先

及び受託先は現行

のとおりとする。 

乳児保育につい

ては、当面現行のと

おりとし、その後につ

いては新市において

検討する。 

公立保育園

行事 

１ 入園式  ４月４日 

２ 卒園式  ３月２６日 

３ 社会見学 

４ 園行事 

５ 検診 

内科検診   年２回 

歯科検診   年１回 

ぎょう虫検査 年１回 

尿検査    年１回 

 

１ 入園式  ４月３日 

２ 卒園式  ３月２５日 

３ 社会見学 

４ 園行事 

５ 検診 

内科検診   年２回 

歯科検診   年２回 

ぎょう虫検査 年１回 

尿検査    年１回 

 

１ 入園式  ４月５日 

２ 卒園式  ３月２５日 

３ 社会見学 

４ 園行事 

５ 検診 

内科検診   年２回 

歯科検診   年２回 

ぎょう虫検査 年１回 

尿検査    年１回 

フッ素塗布(自費)  年２回 

 

稲沢市の制度に

統一する。 



    

項 目 稲沢市 祖父江町 平和町 調整方針 

公立保育園

特別保育 

１ 障害児保育事業 ２園実施 

  障害児指定園方式 

  大塚、国分保育園（各園定員 9 人）

園児 ２人まで     保育士１人

園児 ３人から５人まで 保育士２人

園児 ６人から９人まで 保育士３人

判定委員会年 1 回開催 

（判定委員８名） 

 

２ 一時保育促進基盤整備事業 

  私立保育園２園で実施 

   ・保育時間月～金 8:00～16:00 

          土    8:00～12:00 

   ・利用料  ３歳未満児 1,800 円 

    ３歳児      800 円 

  ４歳以上児  700 円 

 

１ 障害児保育事業  ６園実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 一時保育促進基盤整備事業  

 １園実施 

   ・保育時間月～金 8:00～16:00 

          土    8:00～12:00 

   ・利用料  ３歳未満児 1,360 円 

３歳児    1,060 円 

  ４歳以上児  870 円 

 

１ 障害児保育事業  １園実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 一時保育促進基盤事業 

  実施園なし 

 

 

 

 

 

 

合併時に稲沢市

の制度に統一する。 

ただし、障害児保

育事業については、

合併時に指定園以

外の保育園に在園し

ている児童がいる場

合は、その児童が卒

園するまでは現行の

とおりとする。 

 一時保育の利用料

は稲沢市の制度に

統一する。 

公立保育園

給食 

１ 自園方式 

２ 専任栄養士 １名 

  公私保育園同一献立 

３ 賄材料購入 市内業者から購入、取

扱のない商品は市外から購入 

４ １食当りの経費（人件費除く） 222 円 

５ 細菌検査（O－１５７含む） 

調理員 月 2 回、保育士月 1 回実施  

６ 離乳食・アレルギー等による除去食実

  施 

７ 強化磁器、強化ガラス、ポリプロピレン

素材の食器使用 

８ 給食費（３歳以上幼児の主食代月額

760 円）補助なし、父母の会が現金で

徴収 

１ 給食センター方式 

２ 専任栄養士 １名 

 

３ 賄材料購入 町内外を問わず見積入 

   札で購入 

４ １食当りの経費（人件費除く） 217 円 

５ 細菌検査（O－１５７含む） 

  調理員 月２回、保育士 月１回 

６ 離乳食・アレルギー等による除去食実 

  施 

７ ポリプロピレン素材の食器使用 

 

８  給食費（全園児の副食、おやつ）1 食 

当たり 6 円補助あり、平成 15 年 10 月

1 日から給食費（３歳以上幼児の主食

代月額 992 円）の無料化を導入 

１ 給食センター方式 

２ 専任栄養士 １名 

 

３ 賄材料購入 町内外を問わず見積入

札で購入 

４ １食当りの経費（人件費除く）215 円 

５ 細菌検査（O－１５７含む） 

  調理員 月２回、保育士 月１回 

６ 離乳食・アレルギー等による除去食実

  施 

７ ポリプロピレン素材の食器使用 

 

８ 給食費（３歳以上幼児の主食代月額

750 円）補助なし、保育料と同時に口

座振替で徴収 

当面現行のとおり

とし、給食の調理方

式、賄材料の購入方

法については、新市

において調整する。 

給食費の無料化

は、平成１６年度をも

って廃止する。 



    

項 目 稲沢市 祖父江町 平和町 調整方針 

保育園入退

園・保育料

等事務 

１ 原則月単位入所 月途中入所有 

（日割り計算適用） 

２ 広域入所実施 

３ 保育料 所得税額、市民税額により 10

   段階区分 

    所得税額 160,000 円～408,000 円  

                  未満の場合

     3 歳未満児 43,000 円 

     3 歳以上児 21,000 円 

 

・弾力徴収率（平成 15 年 7 月 1 日現在）

61.17％ 

・母子家庭及び障害者家庭の軽減措置 

あり 

・２名以上入園の場合の軽減措置 あり 

 ２人目半額、３人目以降 1／10 適用  

 

 

４ 保育料電算システム 日本電子計算 

  （株）  

５ 保育料の納付方法 月末納付、納付 

  書は月途中以外は、４、７、１０、１月の

１５日に３か月分を発送 

口座振替 64％、自主納付 36％ 

口座振替日 原則 月末日 

６ 保育所定員の弾力化適用 

７ 平成 14 年度末滞納繰越額 

5,201,950 円

 

１ 月途中入所 有（日割り計算適用） 

 

２ 広域入所実施 

３ 保育料 所得税額、町民税額により 7

段階区分 

    所得税額 160,000 円～408,000 円

未満の場合 

    3 歳未満児 19,000 円～26,000 円 

3 歳児  14,300 円～20,000 円 

    4 歳以上児 11,700 円～16,400 円 

・弾力徴収率（平成 15 年 7 月 1 日現在） 

43.47％ 

・母子家庭及び障害者家庭の軽減措置 

 なし 

・２名以上入園の場合の軽減措置 あり 

 ２人目半額、３人目以降 1／10 適用 

 

 

４ 保育料電算システム 日本電子計算 

  （株） 

５ 保育料の口座振替実施（全園児） 

口座振替日 原則 １５日 

 

 

 

６ 保育所定員の弾力化適用 

７ 平成 14 年度末滞納繰越額  0 円 

 

１ 月途中入所 有（日割り計算適用） 

 

２ 広域入所実施 

３ 保育料 所得税額、町民税額により 17

   段階区分 

所得税額 160,000 円～408,000 円

未満の場合

    3 歳未満児 33,600 円～38,800 円 

3 歳児  19,200 円～20,800 円 

    4 歳以上児 17,400 円～19,000 円 

・弾力徴収率（平成 15 年 7 月 1 日現在）

56.30％ 

・母子家庭及び障害者家庭の軽減措置

あり 

・２名以上入園の場合の軽減措置 あり 

 ２人目半額、３人目以降 1／4 適用 

・一部の階層で固定資産税額を付加して

認定 

４ 保育料電算システム 日本電子計算 

（株） 

５ 保育料の口座振替実施 

口座振替 92％、自主納付 8％ 

口座振替日 原則 １０日 

 

 

６ 保育所定員の弾力化適用 

７ 平成 14 年度末滞納繰越額   0 円 

 

 保育の入退園等の

基準、手続等は合併

時に稲沢市の制度

に統一する。 

保育料は、合併時

に弾力徴収率６１％

（現行の稲沢市の水

準 並 み ） に 統 一 す

る。 

ただし、中島郡祖

父江町域について

は、平成１７年度から

平成２１年度までの 5

年度間で保育料を

統一できるよう弾力

徴収率を段階的に

引き上げることとし、

不均一徴収を実施

する。（受益者の住

所要件を要する。） 



    

項 目      稲沢市 祖父江町 平和町 調整方針

子育て支援 

１ 地域子育て支援センター事業 

・平成 9 年 5 月 1 日子生和保育園に開

設 

・事業内容 

育児講座、電話相談、来所相談、 

ことばの相談、1 日保育士体験 

サークル支援、子育て情報誌発行 

絵本、育児書、ビデオ貸し出し 

遊び場開放、子育て支援活動ＰＲ 

２ ファミリー・サポート・センター事業 

・平成 14 年 7 月１日子生和保育園に開

設 

・仕事と家庭の両立支援による子育て

支援（国基準 人口 10 万人当たり１か

所） 

・会員数２０７人 

依頼会員 １１１人 

援助会員 ５７人 

両方会員 ３９人 

・活動件数 月 50～80 件 

・登録料無料 講習会受講必要 

３ 公立保育園余裕保育室開放事業 

・平成 14 年 4 月１日開設 大里西保育

園  乳児室 

・平成 15 年 4 月１日開設 清水保育園

乳児室 

・利用日 週 1 回 

・利用時間 10:00～12:00 

・利用料 無料 

実施していない  実施していない 稲沢市の制度に

統一する。 

 


